
耳 よ り 情報

ふれあい

本格的に冬の季節がやってきました、この時期大変になるのが雪かきです。社協では一人
暮らしの高齢者や、高齢者・障がい者世帯を対象に、降雪により日常生活に支障があるにも
関わらず、雪かきが体力的にも経済的にも困難で、支援が必要と認められる場合には、有償
で生活支援サポーターを派遣することが可能です。
詳しいご相談は、社協までお問い合わせください。

☎ 0173-82-1602 / FAX：0173-72-5804

◇対象となる世帯
高齢者のみの世帯・障がい者の方のいる世帯で次の全てに当てはまり、支援が必要と認め

られる世帯
・自力で除雪できない（高齢・病弱・身体障がい等）
・一戸建てに住んでおり、付近に親類等がいない
・業者への除雪依頼が経済的に困難である

◇除雪内容 ※日程調整必須
・生活路確保のため、間口と玄関から公道までの通路を歩行に支障が無い程度に除雪
・落雪や積雪で家屋が損傷する恐れがある場合、窓付近や軒下の雪を除雪

◇料金目安 ※事前の登録が必要です
サポーター1人につき

10分 1時間 除雪機使用時

200円 1,000円 15分毎に+150円

電話相談 お宅訪問

不認可

認可

業者へ依頼

除雪支援決定！

社協では、介護保険制度・障害者総合支援制度の利用が出来ない方で車椅子が必要な状

況に陥った場合に無料で貸与を行っています。また、介護保険制度・障害者総合支援制度
利用者でも、車椅子の準備ができるまでの間は貸与することが可能です。

対象者 ：町内在住者
貸与期間：最長で１ヶ月（期間の延長は申し出が必要です）

7


